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○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

〔平成十八年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十七号〕

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五十三条第二項の規定に基づき、指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日か

ら適用する。

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定介護予防サービスに要する費用の額は、別表指定介護予防サービス介護給付費単位

数表により算定するものとする。

二 指定介護予防サービスに要する費用（別表中介護予防短期入所療養介護に係る緊急時施

設療養費（特定治療に係るものに限る。）及び特別療養費並びに特定診療費として算定さ

れる費用を除く。）の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位

数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定介護予防サービスに要する費用の額を算定した場合において、

その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

前 文〔抄〕〔平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四一六号〕

平成十八年七月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一〇六号〕

平成十九年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二〇年三月二八日厚生労働省告示第一三七号〕

平成二十年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二六三号〕

平成二十年五月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二一年三月三日厚生労働省告示第四八号〕

平成二十一年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二三年一〇月二〇日厚生労働省告示第四一二号〕

平成二十三年十月二十日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二四年三月一三日厚生労働省告示第九一号〕

平成二十四年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二五年三月二二日厚生労働省告示第六二号〕

平成二十五年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八一号〕

平成二十六年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二七年三月一九日厚生労働省告示第七七号〕

平成二十七年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇六号〕

平成二十七年八月一日から適用する。



前 文〔抄〕〔平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号〕

平成二十八年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成二九年三月六日厚生労働省告示第六三号〕

平成二十九年四月一日から適用する。

附 則〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号抄〕

１ この告示は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の〔中

略〕指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防サービ

ス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の規定は同年十月一日から〔中略〕適用

する。

附 則〔平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号抄〕

１ この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

前 文〔抄〕〔平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号〕

平成三十一年十月一日から適用する。

別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防訪問入浴介護費

イ 介護予防訪問入浴介護費 ８４９単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所（指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定

介護予防サービス基準」という。）第４７条第１項に規定する指定介護予防訪問入

浴介護事業所をいう。以下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下

同じ。）１人及び介護職員１人が、指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サー

ビス基準第４６条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を行

った場合に算定する。

２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれが

ないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定介護予防訪

問入浴介護事業所の介護職員２人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所

定単位数の１００分の９５に相当する単位数を算定する。

３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者

の希望により清しき又は部分浴（洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施した

ときは、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接す

る敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物（以下この

注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問

入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住

する建物に居住する利用者を除く。）又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に

おける１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建

物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、１回につき所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定介

護予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０



人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行っ

た場合は、１回につき所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問入浴介護事業所の介

護予防訪問入浴介護従業者（指定介護予防サービス基準第４７条第１項に規定する

介護予防訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指定介護予防訪問入浴介護を

行った場合は、特別地域介護予防訪問入浴介護加算として、１回につき所定単位数

の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が

指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の

１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。

７ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が、別に厚生労

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定

介護予防サービス基準第５３条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）

を越えて、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき所定単位数の

１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

８ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防

認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問入浴介護費は、算定し

ない。

ロ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行

った場合は、１回につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ ３６単位

（２） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ ２４単位

ハ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第２５２条の２２第１

項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。以

下同じ。）の登録を受けたものに限る。以下同じ。）に届け出た指定介護予防訪問入

浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（（４）及び（５）について

は、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。

（１） 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の１０００分の

５８に相当する単位数



（２） 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の１０００分の

４２に相当する単位数

（３） 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ及びロにより算定した単位数の１０００分の

２３に相当する単位数

（４） 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) （３）により算定した単位数の１００分の９０

に相当する単位数

（５） 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) （３）により算定した単位数の１００分の８０

に相当する単位数

ニ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の

１０００分の２１に相当する単位数

（２） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の

１０００分の１５に相当する単位数

２ 介護予防訪問看護費

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

（１） 所要時間２０分未満の場合 ３０１単位

（２） 所要時間３０分未満の場合 ４４９単位

（３） 所要時間３０分以上１時間未満の場合 ７９０単位

（４） 所要時間１時間以上１時間３０分未満の場合 １，０８４単位

（５） 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１回につ

き） ２８７単位

ロ 病院又は診療所の場合

（１） 所要時間２０分未満の場合 ２５４単位

（２） 所要時間３０分未満の場合 ３８０単位

（３） 所要時間３０分以上１時間未満の場合 ５５０単位

（４） 所要時間１時間以上１時間３０分未満の場合 ８１０単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の

患者並びに精神科訪問看護・指導料（診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省

告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」とい

う。）の区分番号Ｉ０１２に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう。）及び精神科

訪問看護基本療養費（訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示第６７号）別表の区分番号０１―２の精神科訪問看護

基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用者を除く。）に対して、その主治の医

師の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サービス基準第６３

条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同

じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護



計画書（指定介護予防サービス基準第７６条第２号に規定する介護予防訪問看護計

画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予防訪問看護事業所（指定介護予防

サービス基準第６３条第１項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下

同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴

覚士（以下「看護師等」という。）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サー

ビス基準第６２条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。）を行った

場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容

の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

ただし、イ（１）又はロ（１）の単位数については、指定介護予防訪問看護を２４

時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって、介

護予防サービス計画（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計

画を含む。以下同じ。）又は介護予防訪問看護計画書の中に２０分以上の指定介護

予防訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪

問看護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定する。

また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注において「理学療法士

等」という。）が指定介護予防訪問看護を行った場合は、イの（５）の所定単位数

を算定することとし、理学療法士等が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を

行った場合、１回につき１００分の９０に相当する単位数を算定する。

２ 夜間（午後６時から午後１０時までの時間をいう。）又は早朝（午前６時から午

前８時までの時間をいう。）に指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき

所定単位数の１００分の２５に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後

１０時から午前６時までの時間をいう。）に指定介護予防訪問看護を行った場合は、

１回につき所定単位数の１００分の５０に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が

１人の利用者に対して指定介護予防訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助

者と同時に１人の利用者に対して指定介護予防訪問看護を行ったときは、複数名訪

問加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞれの単位数を所定単位数

に加算する。

（１） 複数名訪問加算(Ⅰ)

(一) 複数の看護師等が同時に所要時間３０分未満の指定介護予防訪問看護を行

った場合 ２５４単位

(二) 複数の看護師等が同時に所要時間３０分以上の指定介護予防訪問看護を行

った場合 ４０２単位

（２） 複数名訪問加算(Ⅱ)

(一) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間３０分未満の指定介護予防訪問看

護を行った場合 ２０１単位

(二) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間３０分以上の指定介護予防訪問看

護を行った場合 ３１７単位



４ イ（４）及びロ（４）について、指定介護予防訪問看護に関し、特別な管理を必

要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。）

に対して、所要時間１時間以上１時間３０分未満の指定介護予防訪問看護を行った

後に引き続き指定介護予防訪問看護を行う場合であって、当該指定介護予防訪問看

護の所要時間を通算した時間が１時間３０分以上となるときは、１回につき３００

単位を所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護事業所と同一の建物（以下この注におい

て「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問看護事業

所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居

住する利用者を除く。）又は指定介護予防訪問看護事業所における１月当たりの利

用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住

する利用者に対して、指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の１００

分の９０に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問看護事業所における１月当

たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対

して、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の

８５に相当する単位数を算定する。

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問看護事業所（その一

部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）

又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った

場合は、特別地域介護予防訪問看護加算として、１回につき所定単位数の１００分

の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防訪問看護事業所（その一部として使用される事務所が

当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用され

る事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位

数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。

８ 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居

住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第

７２条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防

訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数

を所定単位数に加算する。

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家

族等に対して当該基準により２４時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪

問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊

急時介護予防訪問看護加算として１月につき５７４単位を所定単位数に加算し、指

定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介護予防サービス基準第６３条第１

項第２号に規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用

者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて



行う体制にある場合には、緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき３１５単

位を所定単位数に加算する。

１０ 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定介

護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問看護の実施に関する計画的な管理を行

った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位

数を特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 特別管理加算(Ⅰ) ５００単位

（２） 特別管理加算(Ⅱ) ２５０単位

１１ 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設

及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の指

定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の

日から１４日間に限って、介護予防訪問看護費は、算定しない。

１２ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護

予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている

間は、介護予防訪問看護費は、算定しない。

ハ 初回加算 ３００単位

注 指定介護予防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看護計画書を作成した

利用者に対して、初回若しくは初回の指定介護予防訪問看護を行った日の属する月に

指定介護予防訪問看護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ニ 退院時共同指導加算 ６００単位

注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又

は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除

く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、

診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在

宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。）を行

った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予防訪問看護を

行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき１回（特別な管

理を必要とする利用者については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、

ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

ホ 看護体制強化加算 ３００単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護

の提供体制を強化した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ヘ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合

は、１回につき所定単位数を加算する。

３ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） ２９２単位



注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指

定介護予防サービス基準第７９条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定介護予防

訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８条に規定する指定介護

予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行った場合に算定する。

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若し

くは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と

同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用

者（指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同

一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は当該指

定介護予防訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一の建

物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対

して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位

数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する

建物に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場

合は、１回につき所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事

務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域介

護予防訪問リハビリテーション加算として、１回につき所定単位数の１００分の

１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用

される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部

として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防

訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１０

に相当する単位数を所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の

事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第８２条第５号に規定する通常の事業

の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場

合は、１回につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

６ 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因とな

った疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施

設から退院又は退所した日又は法第１９条第２項に規定する要支援認定（以下「要

支援認定」という。）の効力が生じた日（当該利用者が新たに要支援認定を受けた

者である場合に限る。）から起算して３月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問



リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、

１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理し

た場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、１月につき２３０単位を

所定単位数に加算する。

８ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護

老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時

的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合

は、その指示の日から１４日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算

定しない。

９ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間

は、介護予防訪問リハビリテーション費は、算定しない。

１０ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問

リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護

予防訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき２０単位を所定単位数か

ら減算する。

ロ 事業所評価加算 １２０単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間（別に厚生労働

大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所

定単位数を加算する。

ハ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数を加算する。

４ 介護予防居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合

（１） 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)

(一) 単一建物居住者１人に対して行う場合 ５０９単位

(二) 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ４８５単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 ４４４単位

（２） 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)

(一) 単一建物居住者１人に対して行う場合 ２９５単位

(二) 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ２８５単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 ２６１単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指

導事業所（指定介護予防サービス基準第８８条第１項に規定する指定介護予防居宅



療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の医師が、当該利用者の居宅を訪問して

行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防

サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。以

下同じ。）並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上で

の留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者

（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指導

（指定介護予防サービス基準第８７条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導を

いう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度

として、所定単位数を算定する。

２ （１）については（２）を算定する場合以外の場合に、（２）については医科診

療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する

利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医

学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必

要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の医師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療

養管理指導加算として、１回につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数

を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が指定介護予防居宅療

養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１０に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域

に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基

準第９１条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護

予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の５に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

ロ 歯科医師が行う場合

（１） 単一建物居住者１人に対して行う場合 ５０９単位

（２） 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ４８５単位

（３） （１）及び（２）以外の場合 ４４４単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指

導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医

学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要

な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での

留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該

利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業

所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導を行って

いるものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。



２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の歯科医師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防居

宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の１００分の１５に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定介護予防居

宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１０に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大臣が定める

地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービ

ス基準第９１条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定

介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の５

に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ハ 薬剤師が行う場合

（１） 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者１人に対して行う場合 ５６０単位

(二) 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ４１５単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 ３７９単位

（２） 薬局の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者１人に対して行う場合 ５０９単位

(二) 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ３７７単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 ３４５単位

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護予防居宅療養管理指

導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、

当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等に対する介護予

防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合につき、単一建物居住者

（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているもの

をいう。）の人数に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大

臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定する。

２ 疼（とう）痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われ

ている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合

は、１回につき１００単位を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所

（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を

除く。）又はその一部として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管

理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算として、１回につ

き所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。



４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所（その一部として使用される

事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として

使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回

につき所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地

域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス

基準第９１条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介

護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の５に

相当する単位数を所定単位数に加算する。

ニ 管理栄養士が行う場合

（１） 単一建物居住者１人に対して行う場合 ５３９単位

（２） 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ４８５単位

（３） （１）及び（２）以外の場合 ４４４単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの

基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医

学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情

報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建

物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、

同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、

１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると

医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その

他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥（えん）下機能及び食形態にも

配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又は

その家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者

の栄養状態を定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直していること。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の管理栄養士が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防

居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の１００分の１５に相当する

単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定介護予防

居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１０に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定め

る地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サー

ビス基準第９１条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指



定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の

５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ホ 歯科衛生士等が行う場合

（１） 単一建物居住者１人に対して行う場合 ３５６単位

（２） 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ３２４単位

（３） （１）及び（２）以外の場合 ２９６単位

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの

基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看

護職員（以下「歯科衛生士等」という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行

った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一

建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行

う場合の当該利用者をいう。）の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数

を算定する。

イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その実施に

同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用

者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの

口腔（くう）衛生状態及び摂食・嚥（えん）下機能に配慮した管理指導計画を作

成していること。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔

（くう）内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥（えん）下機能に関する実地指

導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報

提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直していること。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の歯科衛生士等が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予

防居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の１００分の１５に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定介護予

防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１０に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労働大臣が定

める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サ

ービス基準第９１条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、

指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分

の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ヘ 看護職員が行う場合

（１） 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 ４０２単位

（２） 同一建物居住者に対して行う場合 ３６２単位



注１ （１）については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に

対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の看護職員が同一日に指定介護予防居

宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住

者」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して、（２）については

在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに対して、医

師が看護職員による介護予防居宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定介

護予防居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及

び支援を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な

情報提供を行った場合に、要支援認定（法第３３条第２項に規定する要支援認定の

更新又は法第３３条の２第１項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む。）

に伴い作成された介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス（法第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。）の提供を開始した日から起算

して６月の間に２回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定介護予防居宅

療養管理指導を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算

定する。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合

又は利用者が介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護若し

くは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定しない。

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ 介護予防通所リハビリテーション費

（１） 要支援１ １，７２１単位

（２） 要支援２ ３，６３４単位

注１ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス基準第

１１７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以

下同じ。）において、指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービ

ス基準第１１６条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同

じ。）を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を

算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員若しくは介護職員（以下この号において「医師等」という。）の員数が別

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ

により算定する。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定

める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サ

ービス基準第１２０条第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、

指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、１月につき所定単位数の

１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理し



た場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、１月につき３３０単位を

所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏ま

えたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ

定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有す

る能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、

次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

イ リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの

利用を開始した日の属する月から起算して３月以内の場合 ９００単位

ロ 当該日の属する月から起算してから３月を超え、６月以内の場合 ４５０単位

５ 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために

作成したリハビリテーション実施計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した場合にお

いて、同一の利用者に対して、再度指定介護予防通所リハビリテーションを行った

ときは、実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した日の

属する月の翌月から６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数の１００分の

１５に相当する単位数を所定単位数から減算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者（介

護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２条第６号に規定する初老期にお

ける認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。）に対して指定介護予

防通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、

１月につき２４０単位を所定単位数に加算する。

７ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予

防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防

認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費

は、算定しない。

８ 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所において指定介護予防

通所リハビリテーションを受けている間は、当該指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所以外の指定介護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーション費は、算定

しない。

９ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定介

護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所に通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行っ

た場合は、１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他や



むを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った

場合は、この限りでない。

イ 要支援１ ３７６単位

ロ 要支援２ ７５２単位

ロ 運動器機能向上加算 ２２５単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利

用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであっ

て、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注及び

ホにおいて「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定

単位数を加算する。

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置していること。

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計

画を作成していること。

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行ってい

るとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所であること。

ハ 栄養改善加算 １５０単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低

栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状

態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー

ビス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者（以下この注において

「管理栄養士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂食・嚥（えん）下機能及

び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っている

とともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所であること。

ニ 栄養スクリーニング加算 ５単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事

業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を

行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあって



は、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門

員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位数

に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニン

グ加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属す

る月は、算定しない。

ホ 口腔（くう）機能向上加算 １５０単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口

腔（くう）機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利

用者の口腔（くう）機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔（くう）清掃

の指導若しくは実施又は摂食・嚥（えん）下機能に関する訓練の指導若しくは実施で

あって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注

及びホにおいて「口腔（くう）機能向上サービス」という。）を行った場合は、１月

につき所定単位数を加算する。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔（くう）機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、

歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔

（くう）機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔（くう）機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科

医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士が口腔（くう）機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔（く

う）機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔（くう）機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価して

いること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所であること。

ヘ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出

た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サ

ービス、栄養改善サービス又は口腔（くう）機能向上サービスのうち複数のサービス

を実施した場合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サー

ビス又は口腔（くう）機能向上サービスを算定している場合は、次に掲げる加算は算

定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。

（１） 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) ４８０単位

（２） 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) ７００単位

ト 事業所評価加算 １２０単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間（別に厚生労働

大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所



定単位数を加算する。ただし、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定して

いる場合は、算定しない。

チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リ

ハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状

態区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

(一) 要支援１ ７２単位

(二) 要支援２ １４４単位

（２） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

(一) 要支援１ ４８単位

(二) 要支援２ ９６単位

（３） サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(一) 要支援１ ２４単位

(二) 要支援２ ４８単位

リ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所

が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（（４）及び（５）については、

別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。

（１） 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の１０００

分の４７に相当する単位数

（２） 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の１０００

分の３４に相当する単位数

（３） 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の１０００

分の１９に相当する単位数

（４） 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) （３）により算定した単位数の１００分の９０

に相当する単位数

（５） 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) （３）により算定した単位数の１００分の８０

に相当する単位数

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業

所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲



げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。

（１） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の

１０００分の２０に相当する単位数

（２） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の

１０００分の１７に相当する単位数

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき）

イ 介護予防短期入所生活介護費

（１） 単独型介護予防短期入所生活介護費

(一) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ４６６単位

ｂ 要支援２ ５７９単位

(二) 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ４６６単位

ｂ 要支援２ ５７９単位

（２） 併設型介護予防短期入所生活介護費

(一) 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ４３８単位

ｂ 要支援２ ５４５単位

(二) 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ４３８単位

ｂ 要支援２ ５４５単位

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費

（１） 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

(一) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ５４５単位

ｂ 要支援２ ６６２単位

(二) 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ５４５単位

ｂ 要支援２ ６６２単位

（２） 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

(一) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ５１４単位

ｂ 要支援２ ６３８単位

(二) 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ５１４単位

ｂ 要支援２ ６３８単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所生活介護事業所（指定介護予防サービス基準第１２９条第

１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条



第２項の規定の適用を受けるもの及び同条第４項に規定する併設事業所を含む。）

において、指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス基準第１２８条

に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、

利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の１００

分の９７に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看

護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

臣が定めるところにより算定する。

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日につ

き所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ イ（２）について、共生型介護予防サービス（指定介護予防サービス基準第２条

第７号に規定する共生型介護予防サービスをいう。）の事業を行う指定短期入所事

業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第１７１号。以下この注において「指定障害福祉サービス等基準」とい

う。）第１１８条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施

設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注

において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス等基準第１１４条に規定

する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。）の事業を行う事業所として

当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又

は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合

において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限

る。）が当該事業を行う事業所において共生型介護予防短期入所生活介護（指定介

護予防サービス基準第１６５条に規定する共生型介護予防短期入所生活介護をい

う。）を行った場合は、所定単位数の１００分の９２に相当する単位数を算定する。

４ イ（２）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、注３を算定

している場合は、生活相談員配置等加算として、１日につき１３単位を所定単位数

に加算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、利用者に対して機能訓練を行っ

た場合は、生活機能向上連携加算として、１月につき２００単位を所定単位数に加

算する。ただし、注７を算定している場合は、１月につき１００単位を所定単位数

に加算する。

６ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり

師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事

業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下この注に



おいて「理学療法士等」という。）を１名以上配置しているもの（利用者の数（指

定介護予防サービス基準第１２９条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期

入所生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所である指定介護予防短期

入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける

特別養護老人ホーム又は指定介護予防サービス基準第１３２条第４項に規定する併

設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。）が１００

を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である

従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サービス基準第２条第

８号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介護費の注４に

おいて同じ。）で利用者の数を１００で除した数以上配置しているもの）として都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、１日につき

１２単位を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合に

は、個別機能訓練加算として、１日につき５６単位を所定単位数に加算する。

８ 医師が、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の

行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定介護予

防短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予

防短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度と

して、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として

１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定している場合

は、算定しない。

１０ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認めら

れる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送

迎を行う場合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。

１１ 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入所生活介護費又は

併設型介護予防短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型介護予防

短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

１２ 指定介護予防サービス基準第１２９条第２項の規定の適用を受ける指定介護予

防短期入所生活介護事業所に係る注６の規定による届出については、指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２１号）別

表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費

単位数表」という。）の規定により、注６の規定による届出に相当する介護福祉施



設サービスに係る届出があったときは、注６の規定による届出があったものとみな

す。

１３ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所生活介護を受けている

場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所生活介護に

ついては、介護予防短期入所生活介護費は、算定しない。

ハ 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該

基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働

大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として所定単位数を加

算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ

ていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防短期入所

生活介護事業所において行われていること。

ニ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、

専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に

掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活

介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

（２） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

（３） サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

（４） サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利

用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、平成３３年３月３１日までの間（（４）及び（５）については、別に厚生労

働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。



（１） 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の１０００

分の８３に相当する単位数

（２） 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の１０００

分の６０に相当する単位数

（３） 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の１０００

分の３３に相当する単位数

（４） 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) （３）により算定した単位数の１００分の９０

に相当する単位数

（５） 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) （３）により算定した単位数の１００分の８０

に相当する単位数

ト 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の

１０００分の２７に相当する単位数

（２） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の

１０００分の２３に相当する単位数

７ 介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

（１） 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(一) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５８０単位

ｉｉ 要支援２ ７２１単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６２１単位

ｉｉ 要支援２ ７６２単位

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

ｉ 要支援１ ６１３単位

ｉｉ 要支援２ ７６８単位

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）

ｉ 要支援１ ６６０単位

ｉｉ 要支援２ ８１６単位

(二) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５８４単位

ｉｉ 要支援２ ７２５単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）



ｉ 要支援１ ６２１単位

ｉｉ 要支援２ ７７７単位

(三) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５８４単位

ｉｉ 要支援２ ７２５単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６２１単位

ｉｉ 要支援２ ７７７単位

(四) 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５６８単位

ｉｉ 要支援２ ７０７単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６０１単位

ｉｉ 要支援２ ７５２単位

（２） ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(一) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６２３単位

ｉｉ 要支援２ ７８１単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６６８単位

ｉｉ 要支援２ ８２６単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

ｉ 要支援１ ６２３単位

ｉｉ 要支援２ ７８１単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）

ｉ 要支援１ ６６８単位

ｉｉ 要支援２ ８２６単位

(二) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６５１単位

ｉｉ 要支援２ ８０９単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６５１単位

ｉｉ 要支援２ ８０９単位

(三) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６５１単位

ｉｉ 要支援２ ８０９単位



ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６５１単位

ｉｉ 要支援２ ８０９単位

(四) ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６１１単位

ｉｉ 要支援２ ７６４単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６１１単位

ｉｉ 要支援２ ７６４単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出

た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サ

ービス基準第１８７条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をい

う。以下同じ。）において、指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービ

ス基準第１８６条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）

を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に

掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、

所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は

医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定する。

２ （２）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につ

き所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすもの

として都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所については、

夜勤職員配置加算として、１日につき２４単位を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、

当該リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リ

ハビリテーション実施加算として、１日につき２４０単位を所定単位数に加算する。

５ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、

緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に

対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として



１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合

は、算定しない。

７ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費（ｉ）及び（ｉｉｉ）並びにユニット型介護老人保健施設介護

予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費（ｉ）及び（ｉｉｉ）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

ものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所

療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、１日に

つき３４単位を、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）及び（ｉｖ）並びにユニット型介護老

人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費（ｉｉ）及び（ｉｖ）について、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定介

護予防短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

として、１日につき４６単位を所定単位数に加算する。

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎

を行う場合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費を支給する場合は、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）若しくは（ｉｖ）、介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費（ｉｉ）、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）又は介護老人保健施設介護予防短期

入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）を算

定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

１０ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１の規定による届出

に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注１の規定による届

出があったものとみなす。

１１ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている

場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護に

ついては、介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

１２ （１）(二)及び(三)並びに（２）(二)及び(三)について、利用者に対して、指

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行

った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に１０円を乗じ

て得た額を算定する。



１３ （１）(二)及び(三)並びに（２）(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施

設である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる

区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ１日

につき次に掲げる単位数を加算する。

(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) ２７単位

(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) ５７単位

１４ （１）(四)又は（２）(四)を算定している介護老人保健施設については、注４

及び注７は算定しない。

（３） 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当

該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生

労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単

位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ

れていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短

期入所療養介護事業所において行われていること。

（４） 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に

対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

（５） 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる

次に掲げる医療行為につき算定する。

(一) 緊急時治療管理（１日につき） ５１８単位

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な

治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。

(二) 特定治療

注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）第５７条第３項に規定する保険医療機関等が行

った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線

治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に係

る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に１０円を乗じて得た額を

算定する。



（６） サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

（７） 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（(四)及び(五)については、別に厚生

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の３９に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の２９に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の１６に相当する単位数

(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の１００分の９０に

相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の１００分の８０に

相当する単位数

（８） 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の２１に相当する単位数

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の１７に相当する単位数

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

（１） 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき）



(一) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５２５単位

ｉｉ 要支援２ ６５９単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５５３単位

ｉｉ 要支援２ ６８７単位

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

ｉ 要支援１ ５４３単位

ｉｉ 要支援２ ６７７単位

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）

ｉ 要支援１ ５８１単位

ｉｉ 要支援２ ７３６単位

ｅ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｖ）

ｉ 要支援１ ６１４単位

ｉｉ 要支援２ ７６９単位

ｆ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｖｉ）

ｉ 要支援１ ６０２単位

ｉｉ 要支援２ ７５７単位

(二) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ４９４単位

ｉｉ 要支援２ ６１９単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５０９単位

ｉｉ 要支援２ ６３４単位

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

ｉ 要支援１ ５５２単位

ｉｉ 要支援２ ６９８単位

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）

ｉ 要支援１ ５７０単位

ｉｉ 要支援２ ７１６単位

(三) 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ４７７単位

ｉｉ 要支援２ ５９６単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５３６単位

ｉｉ 要支援２ ６７６単位

（２） 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)



ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５３４単位

ｉｉ 要支援２ ６６８単位

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５９１単位

ｉｉ 要支援２ ７４６単位

(二) 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５３４単位

ｉｉ 要支援２ ６６８単位

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５９１単位

ｉｉ 要支援２ ７４６単位

（３） ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ６０７単位

ｂ 要支援２ ７６４単位

(二) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ６３５単位

ｂ 要支援２ ７９２単位

(三) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要支援１ ６２５単位

ｂ 要支援２ ７８２単位

(四) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 要支援１ ６０７単位

ｂ 要支援２ ７６４単位

(五) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要支援１ ６３５単位

ｂ 要支援２ ７９２単位

(六) ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要支援１ ６２５単位

ｂ 要支援２ ７８２単位

（４） ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ６０７単位

ｂ 要支援２ ７６４単位

(二) ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ６０７単位

ｂ 要支援２ ７６４単位

注１ 療養病床（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する

療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護



事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府

県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限

る。）において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に

掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支

援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から２５単位を控除し

て得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員

の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定

めるところにより算定する。

２ （３）及び（４）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、

１日につき所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事

業所については、病院療養病床療養環境減算として、１日につき２５単位を所定単

位数から減算する。

４ 医師の配置について、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第４９条

の規定が適用されている病院については、１日につき１２単位を所定単位数から減

算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすもの

として都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所については、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) ２３単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) １４単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) １４単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位

６ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、

緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に

対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として

１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定している場合

は、算定しない。

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎

を行う場合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床介護予

防短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費



(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合

は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床介護

予防短期入所療養介護費（ｉｖ）、（ｖ）若しくは（ｖｉ）、病院療養病床介護予

防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

若しくは（ｉｖ）若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療

養病床介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）又は病院療養病床経過型介護予防短期

入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）若

しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型

介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

１０ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注５の規定に

よる届出に相当する介護療養施設サービス（健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第８条第２６項に規定

する介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）に係る届出があったときは、注１

及び注５の規定による届出があったものとみなす。

１１ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている

場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護に

ついては、療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定し

ない。

（５） 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当

該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生

労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単

位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ

れていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短

期入所療養介護事業所において行われていること。

（６） 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に

対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位



（７） 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行

為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定め

る単位数に１０円を乗じて得た額を算定する。

（８） サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

（９） 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（(四)及び(五)については、別に厚生

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（８）までにより算定した単位数の

１０００分の２６に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（８）までにより算定した単位数の

１０００分の１９に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（８）までにより算定した単位数の

１０００分の１０に相当する単位数

(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の１００分の９０に

相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の１００分の８０に

相当する単位数

（１０） 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（８）までにより算定した単

位数の１０００分の１５に相当する単位数



(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（８）までにより算定した単

位数の１０００分の１１に相当する単位数

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

（１） 診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５０９単位

ｉｉ 要支援２ ６３９単位

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５３６単位

ｉｉ 要支援２ ６６６単位

ｃ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉｉｉ）

ｉ 要支援１ ５２７単位

ｉｉ 要支援２ ６５７単位

ｄ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）

ｉ 要支援１ ５６６単位

ｉｉ 要支援２ ７１７単位

ｅ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｖ）

ｉ 要支援１ ５９８単位

ｉｉ 要支援２ ７４９単位

ｆ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｖｉ）

ｉ 要支援１ ５８７単位

ｉｉ 要支援２ ７３８単位

(二) 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ４５２単位

ｉｉ 要支援２ ５６５単位

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５１６単位

ｉｉ 要支援２ ６５１単位

（２） ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ５９１単位

ｂ 要支援２ ７４４単位

(二) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ６１８単位

ｂ 要支援２ ７７１単位

(三) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要支援１ ６０９単位

ｂ 要支援２ ７６２単位

(四) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)



ａ 要支援１ ５９１単位

ｂ 要支援２ ７４４単位

(五) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要支援１ ６１８単位

ｂ 要支援２ ７７１単位

(六) ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要支援１ ６０９単位

ｂ 要支援２ ７６２単位

注１ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける

当該届出に係る病室において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当

該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、

利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用

者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定

めるところにより算定する。

２ （２）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日

につき所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事

業所については、診療所設備基準減算として、１日につき６０単位を所定単位数か

ら減算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事

業所については、１日につき２５単位を所定単位数から減算する。

５ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、

緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に

対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として

１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合

は、算定しない。

７ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎

を行う場合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。

８ 次のいずれかに該当する者に対して、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又

は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所介護予防短期入所療養介護費（ｉｖ）、

（ｖ）若しくは（ｖｉ）又は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護

予防短期入所療養介護費（ｉｉ）を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者



ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

９ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１の規定による届出に

相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注１の規定による届出

があったものとみなす。

１０ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている

場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護に

ついては、診療所における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

（３） 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当

該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生

労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単

位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ

れていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短

期入所療養介護事業所において行われていること。

（４） 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に

対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

（５） 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行

為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定め

る単位数に１０円を乗じて得た額を算定する。

（６） サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

（７） 介護職員処遇改善加算



注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（(四)及び(五)については、別に厚生

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の２６に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の１９に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の１０に相当する単位数

(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の１００分の９０に

相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の１００分の８０に

相当する単位数

（８） 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の１５に相当する単位数

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の１１に相当する単位数

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

（１） 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ８１５単位

ｉｉ 要支援２ ９７７単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ９２２単位

ｉｉ 要支援２ １，０７７単位

(二) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ７５２単位

ｉｉ 要支援２ ９２２単位



ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ８１０単位

ｉｉ 要支援２ １，００１単位

(三) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ７３０単位

ｉｉ 要支援２ ８９４単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ７８８単位

ｉｉ 要支援２ ９７４単位

(四) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ７１８単位

ｉｉ 要支援２ ８７８単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ７７５単位

ｉｉ 要支援２ ９５８単位

(五) 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６５８単位

ｉｉ 要支援２ ８１９単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ７６５単位

ｉｉ 要支援２ ９２１単位

（２） 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ ５６６単位

ｂ 要支援２ ７２７単位

(二) 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ ６２４単位

ｂ 要支援２ ８０６単位

（３） ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ９４２単位

ｉｉ 要支援２ １，０９８単位

ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ９４２単位

ｉｉ 要支援２ １，０９８単位

(二) ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉ）



ｉ 要支援１ ８３４単位

ｉｉ 要支援２ １，０２７単位

ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ８３４単位

ｉｉ 要支援２ １，０２７単位

注１ 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準第１８９条に規定する老

人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾

患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の

要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又

は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当

する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

２ （３）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、１日

につき所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎

を行う場合は、片道につき１８４単位を所定単位数に加算する。

４ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期

入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知

症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入

所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型介護予防短期入所療養介

護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）、認知症疾患型介護

予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）、

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護予防短期入所療

養介護費（ｉｉ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型

介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）又は認知症疾患型

経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

５ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１の規定による届出に

相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注１の規定による届出

があったものとみなす。

６ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている場

合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護につ



いては、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介

護費は、算定しない。

（４） 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当

該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生

労働大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単

位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ

れていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防短

期入所療養介護事業所において行われていること。

（５） 特定診療費

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚

生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に１０

円を乗じて得た額を算定する。

（６） サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

（７） 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（(四)及び(五)については、別に厚生

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の２６に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の１９に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（６）までにより算定した単位数の

１０００分の１０に相当する単位数



(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の１００分の９０に

相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の１００分の８０に

相当する単位数

（８） 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の１５に相当する単位数

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（６）までにより算定した単

位数の１０００分の１１に相当する単位数

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

（１） Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５７８単位

ｉｉ 要支援２ ７１２単位

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６３９単位

ｉｉ 要支援２ ７９４単位

(二) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５６８単位

ｉｉ 要支援２ ７０２単位

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６２７単位

ｉｉ 要支援２ ７８２単位

(三) Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５５２単位

ｉｉ 要支援２ ６８６単位

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６１１単位

ｉｉ 要支援２ ７６６単位

（２） Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）



ｉ 要支援１ ５５１単位

ｉｉ 要支援２ ６７４単位

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６１２単位

ｉｉ 要支援２ ７５６単位

(二) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５３５単位

ｉｉ 要支援２ ６５８単位

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５９６単位

ｉｉ 要支援２ ７４０単位

(三) Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５２４単位

ｉｉ 要支援２ ６４７単位

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５８５単位

ｉｉ 要支援２ ７２９単位

（３） 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

ａ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５２５単位

ｉｉ 要支援２ ６５２単位

ｂ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５８１単位

ｉｉ 要支援２ ７２８単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

ａ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ５００単位

ｉｉ 要支援２ ６１７単位

ｂ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ５５８単位

ｉｉ 要支援２ ６９５単位

（４） ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６６０単位

ｉｉ 要支援２ ８１８単位

ｂ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６６０単位



ｉｉ 要支援２ ８１８単位

(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６５０単位

ｉｉ 要支援２ ８０８単位

ｂ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６５０単位

ｉｉ 要支援２ ８０８単位

（５） ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ａ 要支援１ ６７４単位

ｂ 要支援２ ８２１単位

(二) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ａ 要支援１ ６７４単位

ｂ 要支援２ ８２１単位

（６） ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

ａ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６１８単位

ｉｉ 要支援２ ７６７単位

ｂ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６１８単位

ｉｉ 要支援２ ７６７単位

(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

ａ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉ）

ｉ 要支援１ ６４３単位

ｉｉ 要支援２ ７８１単位

ｂ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）

ｉ 要支援１ ６４３単位

ｉｉ 要支援２ ７８１単位

注１ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける

当該届出に係る療養棟（指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟

をいう。）において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の

要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行

う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から２５単位を控

除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若し

くは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生

労働大臣が定めるところにより算定する。



２ （４）から（６）までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場

合は、１日につき所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防短期入所療養介護事

業所について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

(一) 療養環境減算(Ⅰ) ２５単位

(二) 療養環境減算(Ⅱ) ２５単位

４ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすもの

として都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所については、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) ２３単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) １４単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) １４単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位

５ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、

緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に

対して、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起

算して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指

定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、

１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合

は、算定しない。

７ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎

を行う場合は、片道につき１３４単位を所定単位数に加算する。

８ 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、介護医療院介護予防短

期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費又はⅡ型

特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護

医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院介護予防短期入所療養介

護費（ｉｉ）、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院

介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）、介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ)の介護医療院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）、Ⅰ型特別介護医療院介護

予防短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

（ｉｉ）又はⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費のⅡ型特別介護医療

院介護予防短期入所療養介護費（ｉｉ）を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者



ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

９ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１及び注４の規定によ

る届出に相当する介護医療院サービス（法第８条第２９項に規定する介護医療院サ

ービスをいう。）に係る届出があったときは、注１及び注４の規定による届出があ

ったものとみなす。

１０ 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介護を受けている

場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護に

ついては、介護医療院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

１１ ホ（３）又は（６）を算定している介護医療院である指定介護予防短期入所療

養介護事業所については、（１０）は算定しない。

（７） 療養食加算 ８単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基

準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働

大臣が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単位数

を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ

れていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防短期入

所療養介護事業所において行われていること。

（８） 緊急時施設診療費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる

次に掲げる医療行為につき算定する。

イ 緊急時治療管理（１日につき） ５１８単位

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な

治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。

ロ 特定治療

注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する

法律第５７条第３項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定される

リハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定

めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章

及び第２章に定める点数に１０円を乗じて得た額を算定する。

（９） 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケ

アを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位



(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

（１０） 特別診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行

為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定め

る単位数に１０円を乗じて得た額を算定する。

（１１） サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

（１２） 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（(四)及び(五)については、別に厚生

労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（１１）までにより算定した単位数

の１０００分の２６に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（１１）までにより算定した単位数

の１０００分の１９に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) （１）から（１１）までにより算定した単位数

の１０００分の１０に相当する単位数

(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の１００分の９０に

相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の１００分の８０に

相当する単位数

（１３） 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。



(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （１）から（１１）までにより算定した

単位数の１０００分の１５に相当する単位数

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) （１）から（１１）までにより算定した

単位数の１０００分の１１に相当する単位数

８ 介護予防特定施設入居者生活介護費

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき）

（１） 要支援１ １８１単位

（２） 要支援２ ３１０単位

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１月につき）

注１ 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第２３０条第１項に規定する

指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）において、イについては指定介護予防

特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護を

いう。以下同じ。）を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者（以下この号において「利用者」という。）の要支援状態区分に応

じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロについては指定介護予防特定施

設において、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護

予防サービス基準第２５３条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める

サービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区

分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職

員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚

生労働大臣が定めるところにより算定する。

２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止

未実施減算として、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。

３ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った

場合には、生活機能向上連携加算として、１月につき２００単位を所定単位数に加

算する。ただし、注４を算定している場合は、１月につき１００単位を所定単位数

に加算する。

４ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はき

ゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員

を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限

る。）（以下この注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置している

もの（利用者の数が１００を超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓

練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法

士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を１００で除

した数以上配置しているもの）として、都道府県知事に届け出た指定介護予防特定



施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計

画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、１

日につき１２単位を所定単位数に加算する。

５ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定介護予防特定施設において、若年性認知症入居者（介護保険法

施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった入

居者をいう。）に対して、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、

若年性認知症入居者受入加算として、１日につき１２０単位を所定単位数に加算す

る。

６ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合

において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関（指定介護予防サービス基準第

２４２条第１項に規定する協力医療機関をいう。）又は当該利用者の主治の医師に

対して、当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合は、医

療機関連携加算として、１月につき８０単位を所定単位数に加算する。

７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設に

おいて、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口

腔（くう）ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、口腔

（くう）衛生管理体制加算として、１月につき３０単位を所定単位数に加算する。

８ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設の

従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、

当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、

低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位数

に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニ

ング加算を算定している場合は、算定しない。

ハ 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知

事に届け出た指定介護予防特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的

な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

（２） 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

ニ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。

（１） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ １８単位



（２） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ １２単位

（３） サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

（４） サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指

定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

平成３３年３月３１日までの間（（４）及び（５）については、別に厚生労働大臣が

定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。

（１） 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の１０００

分の８２に相当する単位数

（２） 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の１０００

分の６０に相当する単位数

（３） 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の１０００

分の３３に相当する単位数

（４） 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) （３）により算定した単位数の１００分の９０

に相当する単位数

（５） 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) （３）により算定した単位数の１００分の８０

に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、

指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の

１０００分の１８に相当する単位数

（２） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の

１０００分の１２に相当する単位数

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき）

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第２６６条第１項に規定

する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護予防福祉

用具貸与（指定介護予防サービス基準第２６５条に規定する指定介護予防福祉用具貸与を

いう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を

当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単

位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）とする。ただし、

１月当たりの平均貸与件数が１００件以上となったことのある福祉用具に係る指定介護予

防福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満



たさない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉用具貸与費は算定しな

い。

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用に含まれる

ものとし、個別には評価しない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に

厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具

貸与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サー

ビス基準第２６６条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以

下同じ。）の通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第２７０条第５号

に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。）において指定介護予防福祉

用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用

具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定介護予防福

祉用具貸与事業者の専門相談員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同

じ。）に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される

１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉

用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の１００分の１００に相当する額を限度と

して所定単位数に加算する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定介護

予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の

通常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通

費に相当する額の３分の２に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の

所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当

該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の２に相当する

額を限度として所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実

施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、当該指定介護予防福祉

用具貸与の開始日の属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事

業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当

する額の３分の１に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に

適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介

護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相当する額を限度

として所定単位数に加算する。

４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸

与に係る福祉用具の種目（平成１１年厚生省告示第９３号）第１項に規定する車い

す、同告示第２項に規定する車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同

告示第４項に規定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ずれ防止用具、

同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第１１項に規定する認知症老人徘徊感

知機器、同告示第１２項に規定する移動用リフト及び同告示第１３項に規定する自

動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定介護

予防福祉用具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。た

だし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。



５ 介護予防特定施設入居者生活介護費（介護予防短期利用特定施設入居者生活介護

費を算定する場合を除く。）又は介護予防認知症対応型共同生活介護費（介護予防

短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。）を算定している場

合は、介護予防福祉用具貸与費は、算定しない。


